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地域医療構想に関する取組について
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１ 地域医療構想について
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【R元年度】再検証医
療機関に関する協議
実施済

2025プラン策定済

新型コロナ対応を優
先し、必要に応じて個
別医療機関の協議を
実施

【R3年度】協議再開

本県の取組



1,562 

1,558 

1,457 

9,857 

8,139 

5,400 

2,960 

3,739 

5,660 

6,758 

6,245 

4,345 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

計画策定当時（2016年）の病床機能報告における機能別病床数と、2025年におけ
る病床の必要量を比較すると、高度急性期・急性期・慢性期病床が過剰となる一方で、
回復期病床は不足

１ 地域医療構想について

21,137

19,681

16,862

⚫ 高度急性期・急性期 4,562床 過剰
⚫ 回復期 2,700床 不足
⚫ 慢性期 2,413床 過剰

■ 長崎県地域医療構想（平成28年11月策定）
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4,562床過剰 2,700床不足 2,413床過剰

2,840床 過剰
1,921床 不足
1,900床 過剰

【参考】令和３年度病床機能報告(速報）

⚫ 高度急性期・急性期
⚫ 回復期
⚫ 慢性期

2016年(H28)
病床機能報
告

2021年(R3)
病床機能報
告

2025年(R7)
病床機能報
告



２ 国における取組について
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２ 国における取組について
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令和４年３月２４日付医政発0324第6号各都道府県知事宛て厚生労働省医政局長通知

○ 今後、各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度まで
かけて進められる際には、各地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や病床の機
能分化・連携に関する議論等を行っていただく必要があるため、その作業と併せて、2022年度及
び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や
検証・見直しを行う。

○ その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分
化・連携等の重要性が改めて認識されたことを十分に考慮する。

○ 公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、2021年度末までに総務省において策
定する予定の「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を
踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、地域医療
構想調整会議において協議する。

○ 2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035 年度末に暫定特例水準を解消する
こととされており、 各医療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の
維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加え、各構想区域における地域医療構想の実現に
向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能な医療提供体制
の確保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。

○ 民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要に応じて以下の観点も参照するとともに、重
点支援区域の選定によるデータ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を行う。

○ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を
踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

２ 国における取組について
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２ 国における取組について
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Ｒ５年度中に策定



１ 地域医療構想に関する医療機関アンケート調査の実施

２ 地域医療構想に関するデータ分析事業

・病床機能分化・連携推進事業【制度拡充】
・病床機能再編支援事業【継続】

３ 地域医療構想調整会議等における協議・検討

３ 本県の取組について

◆ 病床機能報告では把握できない項目等について調査
◆ 新型コロナウイルス感染症の感染を踏まえた地域課題の抽出 等

◆ 病床機能報告における入院診療実績による分析

◆ 関係機関における連携体制等について協議・検討
◆ 各医療機関の地域医療構想に関する対応方針の策定、検証・見直し

＊新型コロナの感染状況及び国における第８次医療計画等に関する検討状況を踏まえ、検討を進める

令和４年度の取組（案）

現状の把握

課題に関す
る意見交換

具体的な取
組の推進

４ 基金事業を活用した取組

◆ 地域課題等に対応するため、基金事業を展開

◆ 基金を活用した個別医療機関に対する支援

・あじさいネットと連携した医療IoT機器による遠隔モニタリング事業

※令和元年度実施
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令和5年度

地域医療構想に関するスケジュール（案）

令和４年度

10月 １～2月

合意に向け、
調整会議
での協議
を実施

（10月～)11月

保対協企画
調整部会①

※新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、適宜スケジュールの見直しを行います。

・進め方の方向性
の決定
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第１回調整会議

（２月～）3月

医療審議会

保対協第2回調整会議

・進め方の説明
・基金事業に関する
協議 等

・対応方針の協議
・外来機能報告等に関す
る協議
・基金事業に関する協議

等

・調整会議における協
議結果の報告
・令和５年度に向けた
協議 等

医療機関アンケートの実施

・医療機関の対応方針の確
認、集約

各医療機関の対応
方針を取りまとめ

病床機能報告の分析
データ分析事業

分析項目等の検討 業務委託

３ 本県の取組について

※次期医療計画の策定方針と併せ検討



具体的対応方
針の策定・検
証

地域医療介護
総合確保基金
事業の協議

外来病床機能
報告に関する
協議

✓ 公立公的医療機関、民間医療機関における「２０２５年に向けた具体的対
応方針」の協議を行い、それぞれの構想区域で令和５年度中の合意を目
指す

具体的対
応 方 針 ②２０２５年に持つべき医療機能ごとの病床数

①2025年を見据えた医療機関の役割・機能

✓ 医療機関が策定した具体的対応方針に基づく基金事業の活用について
協議

協議対象
事 業

①長崎県病床機能分化・連携推進事業

②地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更
に関する事業

✓ 紹介受診重点医療機関に関する協議

協議対象
医療機関

①重点外来の基準を「満たす」 かつ 紹介受診重点医療機関の機
能を担う「意向なし」

②重点外来の基準を「満たさない」 かつ 紹介受診重点医療機
関の機能を担う「意向あり」

地域医療構想調整会議における主な協議事項◆

３ 本県の取組について

１

２

３
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具体的対応方針の策定・検証における今後の予定（案）

協議時期 ①R5年1~2月頃 ②R5年夏頃 ➡令和5年度中に確定

 各医療機関が策定した具体的対応方針等について、それぞれの構想区域で協議を行い、令和５年度中の合意
を目指す

◆ 令和4年10月3日 保健医療対策協議会企画調整部会 具体的対応方針の協議の進め方について方向性を決定

◆ 令和4年９月

具体的対応方針の確認依頼（11月上旬〆）

経営強化プランの策定状況に関する調査（10月中旬〆）

2025プランの見直しの必要性の検討依頼（11月上旬〆）

◆ 令和5年1～2月 第2回地域医療構想調整会議

◆ 令和5年3月 保健医療対策協議会・医療審議会

スケジュール（案）

「地域医療構想に関するアンケート調査」を実施（10月中旬〆）

プラン策定スケジュールを踏まえ、調整会議での協議時期を決定

具体的対応方針の内容を2025プランに反映

具体的対応方針（経営強化プラン・2025プラン）に関する協議①

 2025年に向けた対応方針の協議においては、各医療機関の意向を尊重し合意形成を図ることとするが、引き続
き2040年を見据えた質が高く効率的で持続可能な医療提供に向けた機能分化・連携の議論を継続する

基本的方針（案）

◆ 令和4年10月

３ 本県の取組について

◆

全医療機関

全 病 院

公 立 病 院

公 的 病 院



１）具体的対応方針 ２）議論の状況
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具体的対応方針（全医療機関共通様式）

１．基本情報

３）令和3年度病床機能報告の内容
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（令和3年7月1日時点の機能別の病床数） 令和3年の診療実績等

構想区
域名

許可病床数 機能

医師数
(常勤+
非常勤
(常勤換
算))
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中
等

慢
性
期
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高
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特定
機能
病院

地域
医療
支援
病院

１）第７次医療計画における役割

総合
入院
体制
加算

在宅
療養
支援
病院

在宅
療養
後方
支援
病院

診療報酬届出病院・
診療所

病床機能報告より転記

◆

３ 本県の取組について
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• 本票については、地域医療構想調整会議において協議資料として活用するほか、病床機能報告対象医療機
関へ配布し、情報の共有を図る

病院アンケートより転記

※11月下旬を目途に取りまとめ
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公立病院【14病院】 公的医療機関等【1２病院】 その他の医療機関

作業内容 公立病院経営強化プランの検討・策定
（→2025プランへの反映）

2025プランの見直しの必要性検討
（→2025プランへの反映）

具体的対応方針の策定・見直し

長 崎 ・長崎みなとメディカルセンター ・長崎大学病院
・長崎原爆病院
・済生会長崎病院
・長崎病院

・公立公的医療機関等以外の病
院
・有床診療所

佐 世 保
県 北

・佐世保市総合医療センター
・北松中央病院
・平戸市民病院
・平戸市生月病院

・長崎労災病院
・佐世保共済病院
・佐世保中央病院
・松浦中央病院

県 央 ・市立大村市民病院 ・長崎医療センター
・諫早総合病院
・長崎原爆諫早病院
・長崎川棚医療センター

県 南 ・長崎県島原病院
・小浜温泉病院

五 島 ・五島中央病院
・富江病院

上 五 島 ・上五島病院

壱 岐 ・壱岐病院

対 馬 ・対馬病院
・上対馬病院

具体的対応方針の検討について

３ 本県の取組について

◆ 共通様式：具体的対応方針
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R4年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

R5年
1月 2月 3月

令和５年度
事業募集

基金ＷＧ

予算要求

国への申請

R4年度
事 業

地域医療構想総合確保基金事業について【スケジュール】

【募集期間】4/26～9/16 ※8/8→9/16に期限延長

■ □ □
第１回 第２回 第３回

・提案事業の精査
・県予算編成作業

■保対協

国提案

【参考】 ■
内示国提案・ヒアリング

３ 本県の取組について

◆
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長崎県議会

事業執行



補助対象 対象となる経費 補助率 （参考）変更前

(1)不足する病床へ
の転換に要する経費

①施設整備費整備する回復期病床１床あたり（30床上限）
新築・増築 9,000千円（360千円×25㎡）
改築・改修 5,761千円（3,841千円×1.5）

②設備整備費 医療機関あたり 10,800千円

１/２

新築・増築
5,500千円

（220千円×25㎡）
改築・改修 3,841千円

(2)過剰な病床を削
減し、他用途へ変更
するために要する経
費

①施設整備費削減する急性期・慢性期病床１床あたり（30床上限）
増築 9,000千円（360千円×25㎡）
改築・改修 5,761千円（3,841千円×1.5）

②設備整備費 医療機関あたり 10,800千円

１/２
増築 5,500千円
（220千円×25㎡）

改築・改修 3,841千円

(3)再編統合等の計
画策定にあたって必
要となる経費

再編統合等にかかるコンサルタント業務委託費、病院間協議にかかる費用等
医療機関あたり 2,000千円上限

定額

(4)病床削減に伴い
不要となる建物や医
療機器の処分に係る
損失

自主的なダウンサイジングに伴い、不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医療
機器の処分（廃棄、解体又は売却）に係る損失（財務諸表上の特別損失に計上される金
額に限る）
〇対象となる建物及び医療機器：平成30年〇月〇日（本県の地域医療構想策定日）まで
に取得（契約）したもの
○対象となる勘定科目
・固定資産除却損:固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用
・固定資産廃棄損:固定資産を廃棄した場合の撤去費用
・固定資産売却損:固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額

1/2

(5)早期退職制度の
活用により上積みさ
れた退職金の割増相
当額

早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活用により上積みされた退
職金の割増相当額
○対象となる職員：地域医療構想の達成に向けた機能転換やダウンサイジングに伴い退
職する職員
○上限額 6,000千円／人

定額

【令和４年度募集】病床機能分化・連携推進事業

地域医療構想調整会議における合意に沿った取組を着実に推進するため、事業対象の追加及び補助額の見直しを行う

新規

新規

拡充

拡充
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